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～ 子への接近禁止を申し立てる方へ ～ 

 

１ 子への接近禁止とは，相手方が子を連れ戻すような言動をしていることから，そ

の子に関して申立人が相手方と会わざるを得なくなり，その際にさらに暴力を振る

われるおそれがある場合，申立人を保護するために出される命令です。 

 

２ 対象となるのは，未成年のあなたの子（実子及び養子）です。 

  あくまでも目的は申立人の保護ですので，子への相手方の暴力の有無やそのおそ

れが理由になるわけではありません。 

 

３ 申立てをするには，あなたと子が同居している必要があります。一時的に避難し

ているとしても，一緒に避難していなければなりません。同居していない場合は，

親族等への接近禁止の申立てとなります。ただし，その子が相手方と同居している

場合はどちらの対象にもなりません。 

  また，子への接近禁止のみを単独で求めることはできず，あなたに対する接近禁

止命令が同時に出る場合か，既に出ている場合のみ発令されます。 

 

４ 申立ての前に，上記１にあるような事情について，配偶者暴力相談支援センター

または警察で相談する必要があります。 

（事前に相談していない場合，公証人役場に行き，宣誓供述書を作成し，この宣誓

供述書を保護命令の申立書に添付しなければなりません。） 

 

５ 子が満１５歳以上のときは，その子の同意書を添付してください。その際には，

テストや手紙など，その子の筆跡が分かるものを一緒にお持ちください。 


